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季節から通年へ

事業案内
令和６年度

美幌・津別地域季節労働者通年雇用促進支援協議会
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事業内容
通年雇用促進支援事業とは
　国内の経済状況は徐々に好転するとの見方もありますが、地方においては、いまだに好転

の兆しが見えず雇用情勢は益々厳しい状況にあります。

　美幌町・津別町は積雪・寒冷という自然条件のなか季節的に離職を余儀なくされ、令和

４年度の季節労働者数は332人となり「通年雇用化」は大きな課題であり、地域を挙げて積

極的な支援策が求められています。

　こうした中、美幌町と津別町が一体となり「季節労働者通年雇用促進支援事業」を通して、

季節労働者の雇用確保と、通年雇用化の促進を図るため協議会を運営しています。

季節労働者の
皆さんを
応援しています

季節労働者 事　業　主

国支援事業・地域自ら事業

セミナー 人材育成講習

求人開拓

技能講習

資格取得

その他

国（厚生労働省）

季節労働者通年雇用化へ

事業実施

当 協 議 会
委託

参加 参加
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事業所向けの事業

連絡先 TEL0152-77-6188

当協議会では、季節労働者会員を募集しています！
会員の方には求人情報の送付や、技能講習や資格取得の案内
送付等を行っています。難しい手続き等はありませんので、
お気軽にご連絡ください。

通年雇用化人材育成事業
季節労働者の多様な技能取得を促し、通年雇用化につなげるため、運転技能講習・運転免
許・２級土木施工管理技士試験準備講習・第二種電気工事士試験準備講習・危険物取扱
者試験準備講習・介護福祉士実務者研修の資格取得支援を行います。（詳細は次ページ）

随　時

職業相談・求人情報の提供
地域内を主とした管内の求人情報を当協議会会員へ送付し、ホームページに掲載して季節
労働者に情報提供します。また、当協議会会員宅を訪問し職業相談等を行います。

随　時

11月開催予定

季節労働者向けの事業
季節労働者向け通年雇用促進支援セミナー
季節労働者の意識啓発を促すとともに、今後の職業選択等についてのアドバイスを行うセ
ミナーを開催します。

1月開催予定

事業所向け通年雇用促進支援セミナー

事業所向け経営相談事業 随　時

ビジネスマッチングイベント

季節労働者の通年雇用化に向け、地域の事業主に対し通年雇用の理解を深め、意識啓発を
促すセミナーを開催します。

事業所を対象に、通年雇用助成金や各種助成金の申請方法など通年雇用に役立つ制度につ
いて、社会保険労務士に個別相談できる場を設けます。

都市の企業と地元企業を会わせ、お互いの情報を交換し、密に連絡を取り合い、最終的に業
務提携を行い、冬期間の仕事を確保できるよう、ビジネスマッチングを開催します。

季節労働者の通年雇用化に向け、地域の事業主に対し通年雇用の理解を深め、意識啓発を
促すセミナーを開催します。

事業所を対象に、通年雇用助成金や各種助成金の申請方法など通年雇用に役立つ制度につ
いて、社会保険労務士に個別相談できる場を設けます。

都市の企業と地元企業を会わせ、お互いの情報を交換し、密に連絡を取り合い、最終的に業
務提携を行い、冬期間の仕事を確保できるよう、ビジネスマッチングを開催します。

10月～11月頃

美幌町　
ぎゅうたろう
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人材育成事業

科　　目

受 講 料

必要書類

会　　場

申　　込

技能講習
■ 玉掛
■ 小型移動式クレーン
■ 車両系建設機械（整地等）
■ 車両系建設機械（解体用）
■ 高所作業車
■ フォークリフト
■ 不整地運搬車
■ ガス溶接
■ はい作業主任者

■ （株）技術能力開発センター北見教習所（北見市小泉416番地18）
■ （株）北友商会技術能力開発研究会北見教習所（北見市小泉416番地18）
■  三幸福祉カレッジ北見教室（北見市中央三輪５丁目423-5　ショッピングセンターメッセ２F）
■  北見芸術文化ホール（北見市泉町１丁目3-22）
※科目によって会場が異なる場合があります。

①雇用保険特例受給資格者証、雇用保険被保険者証、離職票のいずれか
②申込書（協議会宛、教習所宛）
③写真１枚（縦3.5㎝×横2.5㎝）
④免許証等の写し

①協議会で申込書を受け取り、説明を受けます。
②必要書類を協議会に提出します。
③協議会から送付される「技能講習受講承認通知書」を受け取ります。
④受講日に会場に行き、講習を受けます。

全額協議会負担（テキスト代含む）

準備講習
■ ２級土木施工管理技士試験準備講習
■ 第二種電気工事士試験準備講習
■ 危険物取扱者試験準備講習

その他
■ 介護福祉士実務者研修

受講費用全額助成

特別教育・安全衛生教育

科　　目

受 講 料

必要書類

会　　場

申　　込

■ 伐木等業務安全衛生特別教育（チェーンソー）
■ 刈払機取扱作業者安全衛生教育
■ その他（足場組立等作業特別教育、アーク溶接特別教育等）
　札幌等の都市部でしか開催されていない特別教育・安全衛生教育については、
　受講料と旅費の助成を行います。

■ 北見市オホーツク木のプラザ（北見市泉町１丁目3-18）
■ （株）技術能力開発センター北見教習所（北見市小泉416番地18）
※科目によって会場が異なる場合があります。

①雇用保険特例受給資格者証、雇用保険被保険者証、離職票のいずれか
②申込書（協議会宛、教習所宛）
③写真１枚（縦3㎝×横2.5㎝）
④免許証等の写し

①協議会で申込書を受け取り、説明を受けます。
②必要書類を協議会に提出します。
③受講日に会場に行き、講習を受けます。

全額協議会負担（テキスト代含む）

受講費用全額助成
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公安委員会が指定した教習所

資格取得

受講費用を６割（20万円限度）助成します。

①協議会で申込書を受け取り、説明を受けます。
②講習を受ける自動車学校に行き、講習時期等を決めます。
③必要書類を協議会に提出します。
④協議会から送付される「指定教育訓練実施計画承認通知書」を受け取ります。
⑤教習所に受講料を納入し、講習を受けます。
⑥受講が修了し、免許証が交付されたら助成金交付申請書・免許証の写し・領収
　書を協議会に提出します。
⑦協議会から本人の口座に助成金が支払われます。

季節労働者の方で、資格取得・技能講習等の申込をされる方
は、「季節労働者向け通年雇用促進支援セミナー」に必ず参
加していただきます。
技能講習や資格取得をされる方は、必ず事前に申込が必要で
す！取得後の申込は認められません。

科　　目

受 講 料

必要書類

会　　場

申　　込

■ 大型自動車免許
■ 中型自動車免許
■ 大型特殊免許
■ けん引免許

①雇用保険特例受給資格者証、雇用保険被保険者証、離職票のいずれか
②申込書（協議会宛）
③受講教習所の料金表
④運転免許証の写し

６割負担（20万円限度）
※受講料は一度全額支払っていただき、免許取得後に助成金をお支払いします。

■ 大型自動車２種免許
■ 中型自動車２種免許
■ 普通自動車２種免許
■ その他

受講費用6割助成

津別町　
まる太くん
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その他実施事業

美幌・津別地域季節労働者通年雇用促進支援協議会 ℡.0152-77-6188
お問い合わせ先

事
　
務
　
局

http://bitu-tunenkoyo.biz-web.jp

● 各種セミナー・相談会のご案内
● 技能講習・資格取得情報
● ハローワーク求人情報など

美幌・津別通年雇用

当協議会ホームページ

美幌・津別地域季節労働者通年雇用促進支援協議会（役員）
会　長

副会長

監　事

監　事

平　野　浩　司

佐　藤　多　一

後　藤　哲　也

中　島　浩　一

美 幌 町 長

津 別 町 長

美 幌 商 工 会 議 所 会 頭

津 別 町 商 工 会 会 長

構成委員 美幌町・津別町
美幌商工会議所・津別町商工会
美幌建設業協会・津別建設業協会
美幌地区連合会・美幌町勤労者厚生企業組合
津別地区林業協同組合
オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課

情報誌作成・発行（季節労働者向け・事業所向け）
企業や季節労働者向けに通年雇用に関する情報や、各種助成制度、各事業などを紹介し、就

業機会の拡大を進めるため「協議だより」を作成・発行し、情報発信を図ります。

求人開拓事業（季節労働者向け・事業所向け）
地域の季節労働者及び事業所を個別訪問し、求職情報又は求職者情報等を提供しながら求人

開拓を行い、求人意向のある事業所に対しては、ハローワークと連携し通年雇用助成制度の

活用及び求人票の提出を促します。

〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地

TEL 0152-77-6548・FAX 0152-72-4869
美幌町役場経済部商工観光課内

津 別 町 役場産業振興課内
TEL 0152-77-8388・FAX 0152-76-1217

〒092-0292 津別町字幸町41番地

美幌町・津別町にお住まいの
通年雇用化を希望する季節労働者の方。
※季節労働者とは、次のいずれかに該当する方。
現在、雇用保険の「令和６年度の短期雇用特例被保険者」として
雇用されている方。

1.

2.離職者で、直前に「令和5年度・６年度の短期雇用特例被保険者」
であった方。

3.離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であった
が、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々
職が「令和5年度・６年度の短期雇用特例被保険者」であった方。

支援の対象となる季節労働者の方とは

雇
用
保
険
被
保
険
者

資
格
取
得
等
確
認
通
知
書

雇
用
保
険
特
例
受
給

資
格
者
証

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
（被保険者通知用） 北見

被保険者番号 資格取得年月日
確認（受理）
通知年月日

生年月日
（元号  年月日）

取得時
被保険者種類

公共職業安定所長

被保険者氏名

事業所名略称 転勤の年月日

3
1又は9
4又は5
2又は3

一　般
高年齢
短　期（　　）

2 大正 ３ 昭和
4 平成

（　　）

雇用保険特例受給資格者証
1.支給番号

8.住　所　又　は　居　所

9.支払方法（記号（口座）番号・金融機関名・支店名）

10.資 格 取 得 年 月 日

13.60歳到達時賃金日額 14.離 職 時 賃 金 日 額

11.離　職　年　月　日 12.離　職　理　由

15.給　付　制　限

2.氏　　名

3.被保険者番号 4.性別　5.離職時年齢　6.生 年 月 日　7.休 職 番 号

特

16.求 職 申 込 年 月 日

19.基本手当日額 20.所 定 給 付 日 数

17.認定予定年月日 18.受給期限年月日

21.通算被保険者期間

22.離 　 職 　 前 　 事 　 業 　 所 　 名

23.特殊表示（災害時、一括、巡相、市町村）

※雇用保険特例受給資格を証明する書類
　（Ａ・Ｂのいずれか）が必要です。

ここの数字が
「2」「3」の方


